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赤い羽根共同募金

　10月１日から赤い羽根共同

募金運動が始まります。

　募金は、市内の子どもや高齢

者、障害者などを支援する地域

福祉事業や被災地を応援するた

めの資金として使われます。

　区長さんや組（班）長さんを

通して募金活動をお願いします

ので、ご協力をお願いします。

問 稲沢市共同募金委員会

　 23-6713

不動産鑑定士による
無料相談会

時 10月16日㈰、午前10時～午

後４時

場勤労福祉会館第１会議室

内 土地価格・地代・家賃・借地

権・相続時の土地の分割・不

動産の有効活用に対するアド

バイスなど

問 （公社）愛知県不動産鑑定士協会

　 052-241-6636

ご寄付ありがとうございます

 ●三宅小学校の児童のために

　三宅小学校開校150周年記念事業実行委員会様（平和町下三宅）

　…ジャングルジム一式

国民健康保険税は
世帯主にかかります

1001008

　会社や事業所などを退職し、

次の会社などの健康保険に入る

までの間は、国民健康保険（国

保）に加入しなければなりませ

ん。

　国保は世帯単位で加入し、納

税義務者はその世帯の世帯主で

す。世帯主が国保に加入してい

ない場合でも、世帯主が納税義

務者となります。納税義務者宛

てに納税通知書を送付しますの

で、納期限までに納めてくださ

い。

※ 国民健康保険税（国保税）は、

年度途中で国保の資格を取得

または喪失した場合、月割り

で計算します

●無保険状態の方は届け出を

　国保加入の届け出が遅れる

と、その期間に病気やけがをし

ても保険で医療機関にかかるこ

とができないだけでなく、国保

税がさかのぼってかかります。

会社などを退職し、無保険の状

態になっている方は、速やかに

国保年金課、支所、市民センター

へ届け出てください。

問国保年金課　 32-1312

マイナポイントの
申込サポートを行います

1006204

　マイナポイントを受け取るた

めの申込サポートを市民セン

ターで行います。

時 ①10月12日㈬

　②10月19日㈬

　③10月26日㈬

　午前９時30分～正午

場 ①大里東市民センター研修室

②下津市民センター研修室

　③ 大里西市民センター第１研

修室

持 マイナンバーカード（数字４

桁の暗証番号が必要）、マイ

ナポイント受け取りに使用す

る決済サービスIDなど、公金

受取口座を登録する場合は口

座番号が分かるもの

他 マイナンバーカードの申請も

サポートします。通知カード、

本人確認書類（顔写真付きで

ないものは2点以上）が必要

　※ 他の市民センターでも順次

行います

問市民課　 32-1302

市消防団観閲式

時10月30日㈰、午前10時

場消防本部

内 市長らによる閲団、消防団員

　による分列行進、一斉放水

問消防本部総務課　 22-2111

行政書士による無料相談

1001398 

●一日無料相談所

時 10月27日㈭、午前10時～午後

４時

場市役所会議室６

●定例の無料相談

時 ①10月19日㈬②12月21日㈬

③令和５年２月15日㈬、午後

１時～４時

場市役所相談室２

内 建設業・農地転用・土地開

発・食品営業・産業廃棄物

処理などの行政許認可手続

き、法人設立・帰化・在留

延長手続き、遺言・遺産分

割協議書の作成、成年後見、

戸籍関係届出など

問愛知県行政書士会一宮支部

　今井隆昌　 090-3879-0239

稲沢市公募型補助金

1001425

　市内で活動する市民活動団体が行う公

益性が高い社会貢献事業に対して、事業に

必要な費用の一部を補助します。

手続きの流れ　

① 10月３日㈪～ 31日㈪に、地域協働課で

事前相談（要予約。事前相談がない場合

は補助の受け付けはできません）

② 11月１日㈫～ 15日㈫に、申込用紙に記

入の上、地域協働課へ提出（用紙は支所・

市民センター、市民活動支援センターで

も配布）

③審査会（令和５年２月18日㈯）に出席

④審査結果の通知

⑤補助金の交付申請

⑥事業実施後、報告書を地域協働課へ提出

⑦補助金を受ける

問地域協働課　 32-1146

内容

対
象

事業

次の全てに該当する事業

・ 市民活動団体が実施し、内容が市民活動団体の自立促進お

よび活性化に寄与すると市長が認める

・  国もしくは他の地方公共団体または民間団体などによる補

助金などの交付を受けていない 
・  営利活動や宗教活動、政治活動を目的としていない

・  令和５年４月１日～令和６年３月31日に実施・完了する

団体

次の全てに該当する団体

・  市内において継続的に市民活動を行っている、または行う

意思があると認められ、５人以上で構成されている

・ 市内に活動拠点がある 
・ 組織の運営に関する規約、会則などを定めている

経費
入場料や広告料などの収入を差し引いた、事業に必要な経費

（消耗品費、印刷製本費、会場使用料、郵便料、講師謝礼など）

補助率 補助対象経費の５分の４以内

補助金額 上限10 万円

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。

広

告

広

告

財源確保のため有料広告を掲載しています。広告内容の問い合わせは、直接広告主へお願いします。

広

告

お知らせ

9 広報いなざわ　令和４年(2022年)10月号 8広報いなざわ　令和４年(2022年)10月号新型コロナウイルス感染拡大防止のため、予定を変更・中止する場合があります！




